
 

 杜こども園たかせ 重要事項説明書  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人  恵済会  

事業者の所在地  群馬県富岡市下高瀬７２４  

事業者の連絡先  ０２７４（６２）０９６４  

代表者氏名  理事長  松倉  紘洋  

 

（２）施設の概要  

種別  幼保連携型認定こども園  

名称  杜こども園たかせ 

所在地  群馬県富岡市中高瀬４１２－１  

連絡先  
（電話番号）  ０２７４（６４）０２１５  

（ＦＡＸ番号）  ０２７４（６４）００６６  

施設長氏名  園長  清水美佐子  

開設年月日  平成２９年４月１日  

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号  ― 人  ― 人  ― 人  ５人  ５人  ５人  １５人  

２号・３号  ５人  １５人  １５人  １５人  １５人  １５人  ８０人  

合計  ５人  １５人  １５人  ２０人  ２０人  ２０人  ９５人  

当園の運営方針  

⚫  仏教精神を主眼として、充実した施設や豊かな自然環境を十分に生

かして、園児の心の安心と心身の安全を確保しながら、主体性を尊重

し、生きる力の基礎を培うことで、心も体も健全で円満な子どもを育成

する 

⚫  慈悲（仏教精神）を基にした保育教育で「愛着の形成」を大切にする  

⚫  人間力（非認知能力）を高め、望ましい未来を作りだす「生きる力」の

基礎を培う 

 

 

 



 

（３）施設の概要  

敷地  
敷地全体  ２６００．２３㎡ 

園庭  ６３９．６  ㎡ 

園舎 1 
構造  鉄筋コンクリート ２階建て 

延べ床面積  ８１１．２６  ㎡ 

園舎 2 （杜のいえ）  
構造  木造  １階建て 

延べ床面積   ４１８．４６  ㎡ 

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

保育教室  5 室  2 歳児 2 クラス、3～ 5 歳児まで各１室 1 クラス 

ほふく室  1 室   

乳児室  １  室   

遊戯室  １  室   

子育て支援室  １  室   

職員室  １  室   

調理室  １  室   

 

（５）職員体制（令和 7 年 4 月１日  現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人  1 人  人   

副園長  1 人  1 人  人   

主幹保育教諭  2 人  2 人  人   

副主幹（保育リーダー）  3 人  3 人  人   

保育教諭  15 人  9 人  6 人   

保育補助  3 人  1 人  2 人   

栄養士（食育リーダー）  1 人  1 人  0 人   

栄養士  1 人  1 人  0 人   

事務員  1 人   1 人   

合計  28 人  19 人  9 人   

 



 

 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【１号認定子ども（教育標準時間認定）】  

提供する曜日  月曜日から金曜日まで  

教育保育時間  

教育標準時間  午前８時３０分～午後４時３０分  

延長保育時間  
午前７時００分～午前８時３０分  

午後４時３０分～午後７時００分  

休業日  
土曜日・日曜日・祝日  

年末・年始（１２月２９日～１月３日）  

  

 

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  
保育標準時間  

月～金：午前７時００分～午後６時００分  

土：午前７時３０分～午後６時００分  

保育短時間  午前８時３０分～午後４時３０分  

延長保育  

保育標準時間  
月～金：午後６時００分～午後７時００分  

土：なし  

保育短時間  

朝（月～金）：午前７時００分～午前８時３０分  

〃（土）：午前７時３０分～午前８時３０分  

夕（月～金）：午後４時３０分～午後７時００分  

〃（土）：午後４時３０分～午後 6 時００分  

開所時間  
月～金曜日  午前７時００分～午後７時００分  

土曜日  午前７時３０分～午後６時００分  

休業日  
日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

 

 

 

 



 

 

（７）提供する特定教育・保育の内容  

年齢  ねらい・内容  配慮事項  

６ヶ月から 

1 歳３ヶ月未満児  

かけがえのない存在として尊重されながら

保育者との愛着関係を育んでいく  

優しい語り掛けや応答により情緒の

安定を図り愛着関係を築いていく  

１歳３ヶ月から  

２歳未満児  

安心できる保育者との関係の中で欲求を

満たし情緒の安定と健やかな成長を育む  

個人差に留意しながら一人ひとりの

思いに寄り添い、受け入れられてい

る安心感を得られるようにする  

 ２歳児  

保育者に見守られながら色々なものに興

味や関心を持ち、楽しみながら体験して

いく  

見守ったり励ましたりすることで

どんなことでも意欲的にやってみ

ようと思えるようにしていく  

 ３歳児  

自分を受け入れてもらうことで、何にで

もチャレンジしたいという気持ちにな

り、自信を持って行動する  

認められているという安心感の中

で、主体的に活動し自己肯定感を

育んでいく  

 ４歳児  

自己の興味や関心を深め遊び込む中で、友

だちとの関りを深め、様々な経験を積み重

ねていく  

友だちとの関わりの中で、良いと

ころや考え方の違いに気付き、他

者を受容する感情を育んでいく  

 ５歳児  

創意工夫や試行錯誤を繰り返しながら、

皆で一つの目標に向かって力を合わせ、

達成感や充実感を味わう  

これまでの経験をもとに、皆で意

見を出し合い深めながら一つのこ

とに取り組んでいけるようにする  

 

（８）年間行事予定  

（別表 2）参照  

 

 

（９）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  
【１号認定子ども】   施設の管理者が定めた選考方法による  

【２号・３号認定子ども】   市の利用調整による 

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

・１号・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

・利用者が負担すべき徴収額が未納なとき  

利用に当たっての  

留意事項  

当園は、園児の教育・保育内容を記載した諸記録を作成し、契約終了

後、または契約の解約後５年間保存します。なお、保存期間が経過した

際は守秘義務に則り破棄します。  



 

 

（１０）学校医・嘱託医  

医療機関の名称  阪本耳鼻咽喉科医院  

医院長名  阪本  重之  

所在地  群馬県富岡市富岡１０７８  

電話番号  ０２７４（６２）０１２２  

 

（１1）学校歯科医・嘱託歯科医  

医療機関の名称  曽根歯科医院  

医院長名  木村  暢  

所在地  群馬県富岡市富岡１２５８－２  

電話番号  ０２７４（６２）０４７５  

 

（１2）学校薬剤師  

医療機関の名称  富岡ひばりこども園学童保育大空学園  

薬剤師名  金久保  育代  

所在地  群馬県富岡市田篠 1631-13 

電話番号  ０２７４（６２）２２５２  

 

（１３）緊急時における対応方法  

お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する

緊急連絡先及び医療機関等へ速やかに連絡を行います。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名  富岡甘楽広域消防本部  

所在地  群馬県富岡市田島 26  

電話番号  ０２７４（６２）４３２５  

 

【管轄する警察署】  

警察署名  群馬県警富岡警察署  

所在地  群馬県富岡市富岡１１９８  

電話番号  ０２７４（６２）０１１０  



 

（１４）非常災害対策  

防火管理者  清水  美佐子  

消防計画届出年月日  令和 6 年４月１日  

避難訓練  毎月１回実施  

防災設備  自動火災報知機、ガス漏れ報知器、非常用電源、非常警報装置等  

避難場所  富岡市立高瀬小学校  

緊急時の連絡手段  園一斉メールシステム、災害伝言板  

 

（１５）虐待防止対策  

  職員はお預かりしている園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、職員研修を実施し、 

セルフチェック等を行っています。 

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  村田  優子  副園長  

相談・苦情解決責任者  清水  美佐子  園長  

第三者委員  

細谷  義昭  
社会福祉法人  監事  

０２７４（７４）２１４０  

佐藤  裕  
福祉施設代表  

０２７４（７３）２４１６  

 

【要望・苦情等への対応方法】  

  苦情窓口や投稿箱を設け、保護者からの意見、苦情をいただきます。その声に対応するため

苦情解決責任者が解決策を検討し対応しますが、解決に至らない場合は第三者委員に諮り

対応いたします。 

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

保険の種類  傷害保険  

保険の内容  園児の傷害事故および保育所職員、来園者の傷害事故補償  

保険金額  

対人賠償 ：１名１億  １事故７億  

対物賠償 ：１事故 1000 万円  

人格権侵害：1000 万円  



 

 

（１８）個人情報の取り扱い 

１．業務上知り得た園児やその家族等の秘密を保持します。また、退職する職員についても  

秘密を保持すべき旨の雇用契約書を取り交わしています。  

２．小学校、他の教育・保育施設および他の関係機関等に対し、園児やその家族等に関す  

る情報を提供する際は、あらかじめ文書による同意を得ることとします。   

 

（1９）その他説明すべき事項  

１．当園の敷地内はすべて禁煙です。  

２．利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動および  

営利活動はご遠慮ください。 

 

 

（別表 1）  

利用料等  

月額保育料  
⚫  1・ 2 号認定児：無償   

⚫  3 号認定児：利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担金額  

実費徴収費  

延長保育料  ３０分  １００円  

1・ 2 号認定児：給食・主食費（土曜日含まず）  月  ７００円  

1・ 2 号認定児：給食・副食費（土曜日含まず）  月  ４，８００円  

土曜保育給食費（昼食 250 円、おやつ 50 円）  

＊未満児、副食費免除となっている場合は除く  
1 日  ３００円  

１号認定児：土曜日、希望保育期間中の一時預り  1 日  １，０００円  

3～ 5 歳児クラス：教室代（サッカー、英語）  月  ７００円  

絵本代（ 0～ 2 歳児： 1 冊、3～5 歳児： 2 冊）  月  ３９０～９００円  

 

支払方法  

前月の利用者負担額を、当月２７日にご指定の金融機関の口座から自動振替させていただきます。

ご指定の金融機関の口座からの引き落としができなかった場合には、速やかな現金納入を園までお願

いいたします。 

 

 



 

 

（別表 2）  

年間行事予定（行事の日程は変更になる場合があります）  

月  行  事  内  容  

４月  入園式  ・  始業式                                  

５月  花まつり ・  いちご狩り ・  親子遠足                  

６月  歯科検診  ・  内科検診  ・  プール開き  ・  保護者参観                   

７月  お泊り保育  ・  じゃがいも掘り                         

８月  杜っこ夏まつり ・  夏野菜の収穫  ・  すいか割り                                   

９月   ぞう組ハイキング                           

１０月  運動会  ・十五夜・十三夜  うさぎ組・ぱんだハイキング ・  ハロウィン  ・  さつまいも掘り  

１１月  内科検診  ・  七五三  ・  消火避難訓練                                        

１２月  発表会  ・  もちつき大会  ・  成道会  ・  クリスマス会            

１月  どんど焼き ・  親子鑑賞会  ・  かるた大会  

２月  節分  ・  涅槃会  ・  卒園旅行  ・  お別れ遠足  

３月  雛祭り ・  お別れ遠足  ・  お別れ会  ・  卒園式  ・  修了式  

  その他毎月行う行事：誕生会・避難訓練・身体測定  

随時行う行事や教室：英語で遊ぼう・サッカー（3～5 歳児）  

坐禅・柔道・テニス（ 5 歳児）  


